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学
校
給
食
費
の
滞
納
が
社
会

問
題
化
す
る
中
、
文
部
科
学
省

が
全
国
調
査
を
行
い
、
２
０
０
５
年

の
小
中
学
校
の
給
食
費
未
納
額
が
約

　

・
３
億
円
に
上
る
こ
と
が
明
ら
か

２２に
な
り
ま
し
た
。
学
校
給
食
は
衛
生

面
、
栄
養
面
に
優
れ
、
子
ど
も
達
に

食
育
を
進
め
て
い
く
上
で
も
と
て
も

重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
ま
す
。

滞
納
率
が
高
く
な
れ
ば
食
事
内
容
に

も
影
響
が
出
か
ね
ま
せ
ん
。
過
去
３

年
間
の
給
食
費
の
滞
納
状
況
と
、
八

潮
市
の
今
後
の
対
応
策
に
つ
い
て
お

聞
か
せ
下
さ
い
。

　

平
成　

年
５
月
末
現
在
で
、

１８

平
成　

年
度
分
、
５
５
４
万
５

１５

９
７
１
円
。
平
成　

年
度
分
、
６
６

１６

３
万
１
７
６
０
円
。
平
成　

年
度 

１７

分
、
６
９
６
万
４
０
１
５
円
の
滞
納

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
の
対
応
策
に
つ
い
て
は
、
学

校
長
等
で
組
織
さ
れ
る
『
学
校
給
食

費
滞
納
解
消
対
策
研
究
協
議
会
』
を

適
宜
開
催
し
、
学
校
と
の
連
携
を
図

り
な
が
ら
、
滞
納
解
消
に
向
け
て
新

た
な
徴
収
方
法
を
検
討
し
て
い
く
所

存
で
す
。

　

「
離
婚
か
ら
３
０
０
日
以
内

に
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
一
律
に

前
夫
の
子
と
推
定
す
る
」
と
さ
れ
、

早
産
等
の
特
別
な
事
情
が
あ
っ
て 

も
、「
現
夫
の
子
」
と
し
て
戸
籍
に
登

録
で
き
な
い
。
足
立
区
で
は
、
離
婚

か
ら
３
０
０
日
以
内
に
生
ま
れ
た
子

ど
も
の
住
民
票
を
職
権
で
作
成
し
、

行
政
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
よ
う

配
慮
し
た
。
法
改
正
が
必
要
だ
が
、

緊
急
避
難
的
な
対
応
と
し
て
、
本
市

で
も
同
様
な
措
置
を
行
う
べ
き
と
考

え
る
が
見
解
を
問
う
。

　

住
民
基
本
台
帳
法
で
は
、
日

本
国
籍
を
有
し
な
い
者
及
び
戸

籍
法
の
適
用
を
受
け
な
い
者
は
、
住

民
基
本
台
帳
法
に
記
載
さ
れ
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
足
立
区
の
例

は
「
将
来
的
に
裁
判
を
経
て
現
夫
の

戸
籍
に
登
録
す
る
前
提
が
あ
る
こ
と

や
、
母
子
手
帳
や
出
生
証
明
書
な
ど

の
関
係
書
類
」
を
確
認
し
た
上
で
、

人
道
上
の
配
慮
か
ら
、
緊
急
避
難
的

な
特
例
措
置
を
と
っ
た
と
伺
っ
て
い

ま
す
。

　

本
市
で
も
同
様
な
ケ
ー
ス
が
あ
っ

た
場
合
、
そ
の
事
例
ご
と
に
具
体
的

に
審
査
し
、
住
民
基
本
台
帳
へ
の
記

載
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
対
応
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

電
子
自
治
体
を
推
進
す
る
上

で
、
市
か
ら
の
有
意
義
な
情
報

を
限
定
さ
れ
た
場
所
で
し
か
受
け
取

れ
な
い
の
で
は
、
そ
の
目
的
を
十
分

に
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え

ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
整
備
や
電

子
手
続
き
を
推
進
す
る
こ
と
と
平
行

し
て
、
更
な
る
市
民
サ
ー
ビ
ス
向
上

の
一
環
と
し
て
、『
い
つ
で
も
、
ど
こ 

で
も
、
だ
れ
で
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

を
活
用
で
き
る
』
と
い
う
「
ユ
ビ
キ

タ
ス
社
会
」
実
現
へ
向
け
、
公
的
施

設
で
の
モ
バ
イ
ル
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン

ト
整
備
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
ご
見
解
を
伺
い
ま
す
。

　

地
方
公
共
団
体
で
は
、
東
京

都
や
厚
木
市
が
平
成　

年
度
か

１４

ら
公
共
施
設
に
て
「
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
実
証

実
験
」
を
行
い
、
そ
の
他
大
阪
市
、

大
分
市
で
も
同
様
の
サ
ー
ビ
ス
を
現

在
も
提
供
し
続
け
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
費
用
は
、
機
器
等
設
備
関
係
を

通
信
事
業
者
が
負
担
し
、
自
治
体
は

電
気
代
と
し
て
月
３
０
０
円
程
度
と

い
う
こ
と
で
す
。
他
自
治
体
の
事
例

を
調
査
・
研
究
し
、
公
共
施
設
へ
の

設
置
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
参
り

ま
す
。

　

さ
い
た
ま
市
で
平
成　

年
の

１７

１
年
間
に
漏
水
な
ど
で
無
駄
に

な
っ
た
水
道
水
は
約
７
９
４
万
立
方

メ
ー
ト
ル
で
、
約　

億
４
７
０
０
万

１７

円
で
し
た
。
八
潮
市
の
現
状
と
今
後

の
対
策
に
つ
い
て
。

　

漏
水
件
数
で
す
が
、
平
成　
１７

年
は
３
２
０
件
、
無
効
水
量
６

５
３,　

５
１
１
立
方
メ
ー
ト
ル
、
金

額
に
し
て
約
１
億
４
０
５
万
円
で 

す
。
今
後
の
対
策
で
す
が
、
耐
震
性

に
乏
し
く
漏
水
の
原
因
と
な
っ
て
お

り
ま
す
石
綿
セ
メ
ン
ト
管
や
、
赤
水

の
原
因
と
な
っ
て
お
り
ま
す
老
朽
化

し
た
普
通
鋳
鉄
管
等
の
更
新
を
推
進

す
る
た
め
、
平
成　

年
か
ら
平
成　

１７

２５

年
ま
で
の
９
年
間
「
水
道
事
業
経
営

健
全
化
計
画
」
に
基
づ
き
、
石
綿
セ

メ
ン
ト
管
の
布
設
替
え
を
実
施
す
る

こ
と
に
よ
り
、
水
道
管
の
耐
震
化
、

並
び
に
漏
水
防
止
に
取
り
組
む
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
安
全
で
安
定
的
な
水

道
水
の
供
給
と
と
も
に
健
全
で
効
率

的
な
水
道
事
業
経
営
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。

Q

A

QA

QA

QA

　

適
応
指
導
教
室
で
の
い
じ 

め
、
不
登
校
、
非
行
問
題
行
動

等
の
子
ど
も
の
教
育
に
か
か
わ
る
相

談
に
つ
い
て
、
電
話
や
学
校
を
通
じ

て
予
約
し
、
電
話
相
談
や
訪
問
相
談

を
実
施
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
現

状
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

　

今
年
度
の
電
話
相
談
、
来
所

相
談
の
相
談
件
数
の
合
計
は
、

二
月
末
現
在
で
３
９
９
件
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

相
談
内
容
は
、
い
じ
め
、
不
登 

校
、
進
路
関
係
、
友
人
関
係
、
学
習

な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
ま
す
。

QA

小
倉　

順
子

森　
　

伸
一

矢
澤　

江
美
子

い
じ
め
問
題
の
相
談
体
制
の
拡
充

に
つ
い
て

モ
バ
イ
ル
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト
整
備

に
つ
い
て

「
民
法
７
７
２
条
問
題
」の
特
例
措
置

に
つ
い
て

八
潮
市
の
給
食
費
滞
納
に
つ
い
て

水
道
行
政
に
つ
い
て

宇
田
川　

幸
夫

瀬
戸　

知
英
子

　

多
く
の
自
治
体
の
国
保
税 

は
、
す
で
に
住
民
の
負
担
能
力

を
は
る
か
に
超
え
る
額
と
な
っ
て
い

ま
す
。
国
は
、
介
護
保
険
の
開
始
と

同
時
に
国
保
税
滞
納
者
へ
の
「
資
格

証
」
交
付
を
市
町
村
の
義
務
と
し
た

こ
と
で
、
資
格
証
世
帯
が
拡
大
し
ま

し
た
。
し
か
し
、「
資
格
証
」
を
だ 

し
て
も
滞
納
は
減
ら
な
い
と
い
う
現

実
に
保
険
証
取
り
上
げ
を
ひ
か
え
る

等
の
是
正
が
各
地
で
始
ま
っ
て
い
ま

す
。
市
の
対
応
に
つ
い
て
。

　

資
格
証
の
交
付
世
帯
は
、
２

月
現
在
、
単
身
世
帯
２
７
８
世

帯
、
一
般
世
帯　

世
帯
、　

歳
以
下

９８

１５

の
子
ど
も
の
い
る
世
帯
が　

世
帯

５２

（
内
一
般
家
庭　

世
帯
、
母
子
家
庭

３４

　

世
帯
、
父
子
家
庭
６
世
帯
）
で
合

１２計
４
２
８
世
帯
で
す
。
資
格
証
は
、

支
払
い
能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
支
払
わ
な
い
滞
納
者
や
、
接
触

す
る
機
会
を
講
じ
て
も
接
触
で
き
な

い
滞
納
者
を
対
象
に
、
法
令
に
基
づ

い
て
交
付
す
る
も
の
で
す
。
市
で 

は
、
納
税
相
談
と
い
う
形
に
よ
り
接

触
で
き
れ
ば
、
資
格
証
で
な
く
短
期

保
険
証
を
交
付
し
て
お
り
、
今
後
と

も
引
き
続
き
適
切
に
対
応
し
て
い
き

ま
す
。

QA 国
保
行
政
に
つ
い
て

郡
司　

伶
子
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